
その他注意事項

１ 検疫対象品目は、植物検疫証明書（植物検疫所発行）及び輸出検疫証明書（動物検疫

所発行）をもって産地証明に代えることができますので、当県の発行する産地証明は必

要ありません。

２ 加工品は、実際に摂食される状態に加工された場所が、最終加工地（産地）となりま

す。単に、包装、パック詰めを行った場所は最終加工地（産地）とはなりません。

３ 台湾への食品輸出規制は表１のとおりとなっています。加工品における原料及び中間

製品等の原産地に対する考え方は、事前に輸入業者に対して問題ないか個別にご確認く

ださい。

４ 当県では産地証明書の発行のみとなりますので、事前に輸入業者と協議のうえ、追加

書類が必要な場合は各自でご準備ください。

表１ 台湾における日本産食品の輸入規制状況の概要(令和４年２月 21日以降)


